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 平成２４年  第４回定例会（１２月１２日）  

 二回目から一問一答  

 通告時間：３０分  

 

 

自由民主党千葉市議会議員団の向後保雄でございま

す。  
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１  スポーツ・レクレーション祭について  

 

はじめに、スポーツ・レクリエーション祭について

お伺いいたします。  

本市には、我が会派の川村議員が会長を務める千葉

市レクリェーション協会という団体があり、小松崎議

員と私も理事をしておりますが、私は、学生時代に競

技ダンスをしておりましたので、生涯ダンスの普及と

ソシアルダンスの楽しさと更には、介護予防と健康増

進のために有効であることを高齢者の皆さんに判って

もらいたくて活動しております。  

国においては、平成２３年８月にスポーツ振興法を

５０年ぶりに全面改正したスポーツ基本法が施行され、

平成２４年３月にはスポーツ基本計画が策定されまし

た。  

今回のスポーツ基本法は、スポーツを取り巻く現代

的な課題を踏まえ、スポーツに関する基本理念を定め

たものであり、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を

営むことは全ての人々の権利であるとするとともに、

スポーツが、青少年の健全育成や、地域社会の再生、

心身の健康の保持増進、社会・経済の活力の創造、我

が国の国際的地位の向上等、国民生活において多面に

わたる役割を担うこと」を明らかにしています。  
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このようなスポーツの役割の重要性に鑑み、本市に

おきましては、スポーツ振興計画にて「多くの市民が

スポーツ・レクリエーションに親しみ、人と街がいき

いきと輝き、未来に明るい希望を持つことができる活

気に満ちたまちづくり」を目指しており、スポーツ・

レクリエーションの振興を大いに期待しているところ

であります。  

さて、本市では、市民がいつでも・どこでも・気軽

にできるスポーツ・レクリエーション活動の普及・発

展を図るとともに、楽しむことができる祭典として「千

葉市スポーツ・レクリエーション祭」が開催され、来

年度で２０回を迎えます。  

本スポーツ・レクリエーション祭は、平成５年に千

葉県で開催された「全国スポーツ・レクリエーション

祭」を契機に、千葉市独自の祭典として平成６年より、

市内各スポーツ・レクリエーション関係者により、企

画・運営されてきたとお伺いしております。  

国においては、昭和 63 年から各都道府県持ち回り方

式で毎年開催されている、生涯スポーツの一大祭典あ

る「全国スポーツ・レクリエーション祭」の開催県が

決まらずに、平成２３年度を持って幕を閉じ、誠に残
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念であります。  

スポーツ・レクリエーション祭は、勝敗のみを競う

のではなく、誰もが、いつでも、どこでも気軽にスポ

ーツ・レクリエーションを楽しみ、交流を深めること

ができるものであり、このような祭典が継続できない

ことは、スポーツ・レクリエーションの振興はもとよ

り、スポーツ基本法の理念である「豊かな生活を営む

ことは全ての人々の権利」が実現できないものと考え

ます。  

そこで千葉市スポーツ・レクリエーション祭につい

てお伺いします。これまでの千葉市スポーツ・レクリ

エション祭では、どのような種目に取り組んできたの

か。また、本年度の参加者数についてお伺いいたしま

す。  
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２  ベイサイドジャズ千葉について  

   

次に、ベイサイドジャズ千葉について伺います。  

平成１０年に１回目が開催され、本年で１５周年を

迎えたベイサイドジャズについて、３月の第１回定例

会において、１５周年を迎えるにあたり行政としてど

のようなバックアップができるのか質問をし、要望も

述べさせていただきました。  

本年は、６月ごろからプレイベントが各区で開催さ

れ、スーパージャズナイトとして、１０月５日には前

夜祭コンサートが、ジャズボーカリストの阿川泰子さ

んを迎えて、千葉市文化センターアートホールにおい

て盛大に開催されました。著名なジャズ演奏者やジャ

ズボーカリストが廉価なギャラで参加してくれている

のはひとえに、実行委員の一人である大原保人さんの

ご尽力のたまものと感謝いたします。  

そこで、ベイサイドジャズ千葉１５周年を迎えて、

様々な工夫を凝らしたと思いますが、一つに、千葉市

としてこの１５周年をどのように総括するのか伺いま

す。二つに、各会場において、アンケートを実施して

おりました。私もアンケートを書かせていただきまし

たが、このアンケートの最後に自由に意見や要望を書

くところがありましが、そこにはどのような市民意見

があったのか、そのアンケート結果の概要について伺

います。  
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３  千葉市の中小企業資金融資制度について  

  

最後に、中小企業資金融資制度についてお伺いしま

す。１１月の月例経済報告における景気の基調判断は、

世界景気の減速等を背景として、また、民主党政権の

経済政策の無策ともいえる状況下において、「このとこ

ろ弱い動きとなっている。」と４ヶ月連続での下方修正

となり、景気の先行きについても、当面は弱い動きが

続くと見込まれるなど、長引く円高とデフレ経済状況

下で、中小企業の経営環境は大変厳しいものとなって

おります。  

企業金融については、全国・千葉県ともに金融機関

の貸出残高が前年同月比で増加するなど、企業の資金

繰りはおおむね改善しているものの、中小企業にとっ

ては、来年３月末の中小企業金融円滑化法の時限終了

の影響もあり、なお安心できる状況にはありません。  

こうした状況にあって、中小企業が金融機関からの

融資を円滑に受けるためには、企業の正しい財務状況

を把握するための正確な財務諸表の作成が必要不可欠

となります。現在、財務諸表作成の拠り所となる中小

企業向けの会計ルールには、日本税理士会連合会、日

本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委

員会の４団体が主体となって設置された「中小企業の

会計に関する指針作成検討委員会」による「中小企業

の会計に関する指針」と、中小企業団体、金融関係団
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体、企業会計基準委員会及び学識経験者が主体となっ

て設置された「中小企業の会計に関する検討会」が策

定した、より簡便な会計処理をすることが適当と考え

られる中小企業の利用が想定された「中小企業の会計

に関する基本要領」が存在します。  

そして、日本政策金融公庫や複数の地方銀行では、

「中小企業の会計に関する基本要領」に従って財務諸

表を作成する中小企業に対し、融資利率を優遇する措

置を導入しております。  

そこで伺います。市の中小企業資金融資制度におい

て、「中小企業の会計に関する基本要領」に従って財務

諸表を作成することを要件として、融資利率を優遇す

る制度を設けているのでしょうか。また、もしそうい

った制度を設けていないのなら、今後の導入について

の見解を伺います。  

 

 

 

以上で、私の第１回目の質問を終わります。  

当局の明快なご答弁をお願いします。  

 


